
市有財産（金地金）売り払いに伴う一般競争入札説明書 

 
 市有財産の売り払いについて、以下のとおり一般競争入札を実施するので、買

取希望者は、この入札説明書の各条項を承知の上、あらかじめ入札参加の申込み

を行い、所定の手続きに従い入札を行うこと。なお、入札手続き等について不明

な点は、桜井市総務部財政課に照会すること。 

 
令和７年１２月８日 

 
１ 一般競争入札により売り払う動産 

品名 数量※1 最低買取率※2 

金地金（三菱マテリアル製）１kg ５本 １００％ 

※１ 別紙 金地金一覧参照 

※２ 備考 

 ・買取率とは、田中貴金属工業株式会社が公表している「店頭買取価格（税

込）」を基準額として、当該基準額に乗ずる換金率のこと。以下、「買取率」

という。 

 ・最低買取率とは、あらかじめ本市が定めた最低買取率であり、これを下回

る入札は無効とする。 

 

２ 仕様内容（買取方法、買取条件等） 

（１）入札において、田中貴金属工業株式会社が公表している店頭買取価格

（税込）を基準に、金地金の買取率（％）を入札書に記載すること。 

（２）実際の買取代金は、田中貴金属工業株式会社が買取日当日の９時３０分

に公表した店頭買取価格（税込）に、落札した金地金の買取率（％）及

び重量を乗じた額の合計額とする。またその際、端数処理は、基準額、

買取率、重量を全て乗じた後の合計（円）に対して、１円未満を切り捨

てることとする。 

（３）買取日及び場所は、議決後、両者が協議により定める。 

（４）金地金（三菱マテリアル製）の買取が可能であること。 

（５）入札にあたり、事前に金地金の査定・真贋の場は設けない。 

（６）買取代金は一括で支払うこと。 

（７）買取は、両者が協議により定めた場所で、本市立ち会いの下、査定・真

贋、買取代金の支払いまで完了し、その後、金地金を引き渡すこととす

る。なお、立ち会い、買取、査定・真贋、買取代金の口座振込に要する



費用は、落札者の負担とする。また、金地金の引き渡しの完了に伴い、

落札者は金地金引渡し済書を提出すること。 

（８）査定・真贋の結果、万が一正規品以外の品が含まれていた場合は、落札

者は正規品のみを入札書に記載した買取率で買い取り、正規品以外の品

については、真贋証憑書類を添えて、買取対象から除外できることとす

る。なお、金地金の引き渡し以降の返品・返金等の申し出は一切受け付

けない。 

 

３ 入札参加資格 

  本入札に参加する者（以下「入札者」という。）は、次に掲げる条件を全て

満たしていなければいけない。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の

規定に該当しない者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各

号のいずれかに該当する事実があった後３年を経過しない者（当該事実

と同一の事由により桜井市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置

要綱（平成２３年１月１日告示第２号）又は桜井市物品購入等の契約に

関する入札参加停止措置要綱（令和５年３月３１日告示第８３号）に基

づく指名停止を受けている者を除く。）又はその者を代理人、支配人その

他の使用人若しくは入札代理人として使用する者ではないこと。 

（３）入札公告日現在において、引き続き５年以上の営業実績があること。 

（４）営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許又は許可を受け

ていること。 

（５）法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付している

こと。 

（６）金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全

であると認められる者でないこと。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による

更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第２項の規定による更生

手続開始の申立てをなされていない者であること。ただし、同法第１９

９条又は第２００条の規定により更生計画が許可された者については、

更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされていなかった

者とみなす。 

（８）会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てをして

いない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、更生手続



開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申

請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。 

（９）本入札の公告日から落札決定までの間において、桜井市建設工事等請負

契約に係る入札参加停止措置要綱又は桜井市物品購入等の契約に関する

入札参加停止措置要綱に基づく指名停止処置の期間がない者であるこ

と。 

 

４ 入札参加申込書の受付 

  一般競争入札に参加希望の方は、必要事項を記載した一般競争入札参加申

込書について、次の（１）～（４）により申し込みを行うこと。 

（１）受付期間及び時間 

  ・令和７年１２月８日（月）～令和８年１月３０日（金）まで（土曜日、

日曜日、祝日及び１２月２９日から１月２日を除く） 

  ・午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く） 

（２）提出方法 

   持参又は郵送とする。なお、郵送の場合は、受取日時及び配達されたこ

とが証明できる方法によることとし、提出期限までに到着したものに限

り受け付けることとする。事故等については提出者のリスク負担とす

る。 

（３）受付場所 

   桜井市大字粟殿４３２番地の１ 

   桜井市役所３階財政課 

（４）提出資料 

  ① 一般競争入札参加申込書 

  ② 全部事項証明書（履歴事項証明書）１通 

  ③ 印鑑（登録）証明書 １通 

  ④ 古物商許可証の写し（法人用） 

  ⑤ 誓約書（「３ 入札参加資格」を満たしている者であることを誓約する

書面） 

  ⑥ 暴力団排除に関する誓約書 

  ⑦ 委任状（代理人により入札申込をする場合は必要。ただし、入札参加

法人の社員等の場合は、社員証の掲示及びコピーの提出、委任状の代

理人欄に氏名・押印のみで可とする。） 

※ 本市ホームページ内の様式関係からダウンロードすること。 

（５）申し込みにあたっての留意事項 

  ① 提出書類のうち、公的証明書は発行３ヶ月以内のものに限る。 



  ② 提出書類は、理由を問わず一切返却は行わない。 

  ③ 一般競争入札参加申込書の内容変更や取り下げについては、入札参加

申込の期間内に限って行うことができる。（取下書は自由書式） 

  ④ 入札参加の申し込み手続き後、入札書及び受付済証（本申込書に受付

印を押印した本申込書の写しを受付済証とする。）を交付する。受付済

証は入札書提出時と開札当日に必ず持参すること。 

  ⑤ 入札参加申込受付以降に入札参加資格がないことが判明した場合は、

入札参加申込の受付の取り消しを行う。 

  ⑥ 入札参加申込者に関する情報及び申込者数等の問合せについては、一

切応じない。 

 

５ 質問の受付及び回答 

  本入札の参加申込に係る質問の受付及び回答については、下記のとおりと

する。 

  ① 受付期間 

   ・令和７年１２月８日（月）から令和８年１月９日（金）（土曜日、日曜

日、祝日及び１２月２９日から１月２日を除く） 

・午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く） 

  ② 受付方法 

    入札説明書についての質疑は、質疑書にて、ＦＡＸにより行うこと。 

  ③ 送信先 

    桜井市総務部財政課 ＦＡＸ番号：０７４４－４２－２６５６ 

  ④ 回答日  

    令和８年１月１４日（水） 

  ⑤ 回答方法 

    桜井市ホームページ上での公開 

  ⑥ その他 

    記名等のないものや本入札に関わること以外の質疑、口頭や郵送等上

記の受付方法以外での問い合わせについては一切受け付けないものと

する。 

 

６ 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等 

（１）入札書の提出場所 

   桜井市役所３階財政課 

（２）入札書の提出日時 

   令和８年２月５日（木）午前１０時～午後２時 



（３）入札にあたり提出する書類 

  ① 受付済証（入札参加申込受付時に渡すものとする。） 

  ② 入札書（封書で期間内に提出すること。） 

  ③ 代理人の場合は、入札参加申込時の委任状に記載されている委任者で

あると確認が出来るもの。なお、入札する法人の社員の場合は社員証

等。（入札参加申込でコピー提出した社員証等。） 

（４）入札書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「市有財産（金 

地金）売り払いに伴う一般競争入札」と朱書きして、必ず持参すること。 

（５）入札参加者は、見積もった買取率（％）を入札書に記載すること。 

（６）入札書の作成及び提出に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

（７）入札参加者は、自己の入札の完了後は、入札書の書き換え、引き換え又 

   は撤回することができない。 

（８）その他入札方法等については、関係法令の定めるところによる。 

（９）本公告に示した競争入札参加資格のない者及び競争入札参加申請につい 

   て虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とする。 

 

７ 開札場所・日時等 

（１）開札場所 

   桜井市役所 

（２）開札日時 

   令和８年２月５日（木）午後３時～ 

 ※ 開札時間までに指定の場所に入室すること。 

 ※ 開札は説明終了後、直ちに行うものとする。 

 ※ 開札場所には、参加申込１件につき２名までの入室とする。 

 ※ 開札に欠席又は遅刻した場合は、理由を問わず棄権とする。 

（３）開札にあたり提出する書類 

  ① 受付済証（入札参加申込受付時に渡すものとする。） 

  ② 入札参加申込印鑑（委任状に押印されている代理人の方の印鑑を持参

すること。） 

（４）開札 

  ・開札の開始時間になれば、開札場所への入室を締め切る。 

  ・入札参加者の立ち会いのもとで開札を行う。 

  ・開札の結果について異議を申し立てることはできない。 

（５）落札者 

   入札した買取率が最低買取率以上かつ最高買取率である入札者を落札者 



として決定とする。ただし、最高買取率の入札者が複数ある場合は、くじ

で落札者を決定する。 

（６）開札結果の公表 

   開札結果は、落札者の法人名及び落札買取率を本市ホームページ内で公

表する。 

 

８ 入札保証金 

  入札保証金は不要とする。 

 

９ 契約及び契約費用等に関する事項 

（１）契約の締結 

  ① この契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和３９年３月２７日条例第３号）第３条の規定による市

議会の議決を得た後、本市が落札者に対してこの契約を本契約とする

旨の意思表示をしたときに本契約となる仮契約とする。 

  ② 本市は、市議会で議決が得られなかった場合は、落札者に対していか

なる責任及び費用負担を負わない。 

（２）契約費用等 

  ① 契約書に添付する収入印紙の費用は、落札者の負担とする。 

  ② その他の契約に要する費用は、落札者の負担とする。 

 

１０ 買取代金の納入 

  落札者は、両者が協議により定めた場所と日時に取引を行う。本市が指定 

する口座に振込等により、当該契約に係る買取代金を本市の収納機関に納付し 

なければならない。 

 

１１ 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  桜井市総務部財政課 

  〒６３３－８５８５ 桜井市大字粟殿４３２番地の１ 

  電話番号：０７４４－４２－９１１１ 

 

１２ その他 

  この入札説明書に記載されていない事項で必要なものは、地方自治法、地 

方自治法施行令、桜井市契約規則等の定めるところにより桜井市長が決定す

る。 


